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総 論 

１ 見直しの趣旨 
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２ 上下水道ビジョン(経営戦略)の位置づけ 

 

「第 4 次総合計画」を最上位計画とし、厚生労働省（令和６年４月国土交通省に

移管）の「新水道ビジョン」、国土交通省の「新下水道ビジョン」及び総務省の「経

営戦略」の策定方針を踏まえて策定しています。 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

長岡京市第 4次総合計画 

新下水道ビジョン 

平成２６年７月策定 

長岡京市上下水道ビジョン(経営戦略) 

【令和 2(2020)～令和 11(2029)年度】 

 

 

 

 

 

 

経営戦略策定  

平成２６年８月要請 

新水道ビジョン 

平成２５年３月策定 

水道事業 編 

(経営戦略) 

下水道事業 編 

(経営戦略) 



 

3 
 

３ 進行管理 

 

上下水道ビジョン(経営戦略)に掲げる目標の達成に向け、水道事業ガイドライン業

務指標、下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン等の指標及び経営比較分

析表を踏まえ、毎年度ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行います。 

また、令和６年度は中間時点となりますので上下水道ビジョンを見直すため、長岡

京市上下水道事業審議会に諮ってきました。令和７年度からの後期計画においても毎

年度進捗管理を行い、専門的な視点及び市民の視点から意見をいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan
(目標の設定)

Do
(施策の実施)

Check
(事業の評価)

Action
(施策の見直し)

公

表 

上下水道事業審議会 (中間見直し) 

意

見 



 

 

 

 

 

 水道事業 
 



給水人口

81,073人

給水人口

81,948人

給水人口

81,056人
達成見込み

給水人口

80,381人

有収水量

8,760千㎥

有収水量

8,634千㎥

有収水量

8,612千㎥
達成見込み

有収水量

8,433千㎥

2 管路の更新 0.95% 0.45% 0.70% 達成見込み 1.00%

3   職員の現状 ― ― ― 達成見込み ―

4 二元水源の確保 ― ― ― 達成見込み ―

5 地下水質の常時監視 ― ― ― 達成見込み ―

6 水安全計画の継続運用 ― ― ― ― ―
貯水槽水道

指導率

93.5％

貯水槽水道

指導率

77.6％

貯水槽水道

指導率

94.0％

未達成

貯水槽水道

指導率

95.0％
直結給水率

97.8％

直結給水率

97.8％

直結給水率

98.5％
達成見込み

直結給水率

99.0％

8 鉛製給水管の取り替え促進 11.7% 5.4% 6.0% 達成見込み 0.0%

9 施設の耐震化 98.6% 90.2% 98.6% 達成見込み 100.0%

10 基幹管路の耐震化 48.1% 50.5% 52.0% 達成見込み 55.0%

11 浄水施設の更新 ― ― ― 達成見込み ―

12 主要幹線管路の計画的更新 0.95% 0.45% 0.70% 達成見込み 1.00%

13 漏水調査の継続
有収率

93.4％

有収率

96.3％

有収率

93.5％
ほぼ達成

有収率

94.0％

14 応急給水への対応 ― ― ― ほぼ達成 ―

15 危機管理マニュアルの充実 ― ― ― ほぼ達成 ―

16 災害時連携の充実 ― ― ― 達成見込み ―

経常収支比率

107.4%

経常収支比率

99.1%

経常収支比率

100%以上
達成見込み

経常収支比率

100%以上

給水原価

198.6円/㎥

給水原価

196.3円/㎥

給水原価

抑制
達成見込み

給水原価

抑制

18 遊休地の利活用 ― ― ― ほぼ達成 ―

19 多様な形態の広域化の検討 ― ― ― 達成見込み ―

20 エネルギーの有効利用 ― ― ― ほぼ達成 ―

21 アセットマネジメント手法による資産管理 ― ― ― 達成見込み ―

外部研修時間

6.9時間/人

外部研修時間

8.7時間/人

外部研修時間

8.0時間/人
達成見込み

外部研修時間

8.0時間/人

技術職員率

50.0％

技術職員率

59.1％

技術職員率

60.0％
達成見込み

技術職員率

60.0％

23 法令遵守の推進 ― ― ― ほぼ達成 ―

24 お客様ニーズの把握による利便性の向上 ― ― ― ほぼ達成 ―

情報の提供度

13.3部/件

情報の提供度

8.1部/件

情報の提供度

8.0部/件
達成見込み

情報の提供度

8.0部/件

見学者割合

0.17人/千人

見学者割合

0.00人/千人

見学者割合

0.6人/千人
未達成

見学者割合

0.6人/千人

17 経営基盤の強化

7 快適な水道水の供給

1 人口と水需要の見込み

4

25 広報活動の充実による情報公開の推進

22 適正な人員確保と人材育成の充実

・令和６年度の中間目標値に対する自己評価は「ほぼ達成」、「達成見込み」、「未達成」の３段階となっています。
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第３章 水道事業環境について 

 

１ 人口と水需要の見込み （図 1及び図 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

本市の人口は、昭和 40 年代に急増しましたが、その後は増加の勢いが落ち着

いたものの微増が続き、平成 23 年 5 月には 8万人に達しました。 

今回の新水道ビジョンの将来人口については、平成 28 年 2 月に策定された「長

岡京市人口ビジョン」に基づき、給水人口を予測しました。その結果、給水人口

は新水道ビジョン開始年度の令和 2 年度をピークとして、その後緩やかに減少

する見込みで、計画最終年度の令和 11 年度では、80,381 人となる見込みです。 

次に、水需要予測のうち、家庭用では、人口減少に加えて、アンケート結果か

ら節水機器の普及が今後も続くことが推測されることから、これまでの年平均

0.4%減少が今後も推移すると見込んでいます。また、工場のうち大口事業所につ

いてはそれぞれの水需要を参考とし、営業用については、現状のほぼ横ばいと見

込んでいます。 

これらのことから、有収水量としては、計画開始の令和 2年度は 8,726 千㎥と

見込み、令和 11 年度の計画最終年度では、約 3.4%減少の 8,433 千㎥と見込んで

います。 
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図２ 

図 1 



 

7 
 

 

 

２ 管路の更新 （図 3） 

 

本市の管路全延長は、平成29年度末で284kmでありますが、管路の法定耐用年数40

年を超過する、いわゆる経年化管路の延長は、図3に示すとおり、令和2年（約

10km）頃から急激に単年度で増えることとなります。 

 平成29年度末の経年化管路の割合は、9.6％であり、近年多額の投資を行い管路更

新（更新率0.5％程度）していますが、このペースでの取り替えでは、全ての管路更

新に約200年もかかることになります。また、法定耐用年数の1.5倍（60年）を超え

るような老朽化が今後発生し、漏水事故の増加が危惧されます。 

管路の更新については、老朽化及び重要度等により優先順位の高いものから、平

成28年3月策定の「長岡京市老朽管路更新基本計画」を見直しながら計画的に進めて

いく必要があります。 
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３ 職員の現状 （図 4及び図 5） 

 

 水道事業職員の状況は、平成18年10月から窓口業務などの営業業務を民間へ委託

したことから事務職が5名減少しました。また、効率的な事業運営のための組織統合

や浄水場の運転監視業務の委託化から技術職も含めて職員数は減少しています。 

 職員数の減少を経験のある職員を配置することや他の部局との人事交流などで補

完してきましたが、今後は、水道事業を支えてきた経験のある職員が退職を迎える

ことから、技術と知識の継承に努めていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 

凡例 
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※ 上記の人数には再任用職員を除いています。 

図５ 

※ 令和 5 年 3 月 31 日現在 

図４ 
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第４章 水道事業の具体的な取り組みについて 

 

第１節 安全                                           

  

１ 水源の保全と確保 

(１) 二元水源の確保 

 

安定して水道水をお届けするためには、安定した水源の確保が欠かせませ

ん。本市の水源は、自己水（地下水)と京都府営水（表流水）で、大口事業所を

除き概ね 50%ずつの割合でブレンドし配水しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

◎ 今後の水需要の推移を見ながら、引き続き、地下水の適正揚水量を守

り、併せて府営水とのブレンド率 50%を維持します。 

◎ 府営水については、京都府営水道供給料金単価の統一をはじめ、建設

負担水量についても協議し、京都府と受水市町が連携した効率的な水運

用に努めます。 
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(２) 地下水質の常時監視 
 

本市で策定した水質検査計画では、水道法に基づく水質法定検査に加えて、独

自で井戸ごとの原水についても水質検査を定期的に実施し、より水質の安全を確

保しています。 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ２ 水質管理の充実と強化 

(１) 水安全計画の継続運用 

 

水道水源から末端給水栓(蛇口)に至るまでの各段階で、安全な水の供給を行える

ように平成 26 年 9 月に水安全計画を策定し、その後は毎年更新しています。末端

給水栓(蛇口)の水質管理については、給水系統別に末端給水栓(蛇口)の複数個所で

色度、濁度、残留塩素濃度等の検査を毎日実施しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

具体的な取り組み 

◎ 今後も地下水を活用して行くために、地下水源の保全や地下水の水質

検査を継続していきます。 

具体的な取り組み 

◎ 水安全計画の運用により判明する新たな課題や周囲の状況変化に適合

させるために，定期的な検証及び見直しを行います。 

◎ より安全な水質管理を行えるように、他の事業体との連携も含めた水

質管理体制について、引き続き検討します。 
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（２） 快適な水道水の供給 

 

蛇口から出る水道水の水質を管理するために、水道法で定められた水質基

準を満たすよう、引き続き、市内 3系統給水区域の末端給水には自動水質監

視装置を各 2 台設置し、水質の 24 時間連続監視を行います。 

マンションなどの受水槽については、簡易専用水道(貯水槽の有効容量が 10

㎥超)と小規模貯水槽水道(10㎥以下)に分類されています。簡易専用水道の管

理状況は、法に基づく指定検査機関からの報告により一定管理状況を把握で

きていますが、小規模貯水槽水道については設置者の努力義務にとどまって

おり、管理状況を把握することが困難な状況となっています。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

◎ 小規模貯水槽水道設置者に対する適正管理に向けた指導方法の確立

と、直結給水への切り替えの促進を行います。 

中間時点の検証 
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 ３ 鉛製給水管の解消 

(１) 鉛製給水管の取り替え促進 

 

鉛製給水管は長時間の滞留による水道水への鉛の溶出による健康被害への不

安や腐食による漏水事故を引き起こす原因となることがあります。これらの課

題を解消するため、早期取替に向けて、主に団地規模で更新してきましたが、

平成 29 年度末で 11.7%が残っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

◎ 鉛製給水管の解消に向けて取り替え更新を行います。 
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第２節 強靭                                           

 

１ 耐震化の推進 

(１) 施設の耐震化 

 

給水区域の統廃合事業として耐震化も兼ねた施設整備が、概ね平成 28 年度に完

了しました。まだ耐震化されていない一部の配水池についても、将来の施設稼働

状況や法定耐用年数を考慮し、効率的かつ効果的な耐震化を進めます。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

具体的な取り組み 

◎ 配水池の耐震化を完了します。 
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(２) 基幹管路の耐震化 

 

基幹管路(口径 300mm 以上の配水管や導・送水管の平成 29 年度末総延長

50,892m)の耐震適合率 48.1%は、平成 29 年度末現在では全国平均値 39.3%及び京

都府平均値 36.4%を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

◎ 基幹管路の耐震化について、更新時期も考慮しながら、計画的に実施し

ます。 
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２ 施設の更新 

(１) 浄水施設の更新 

 

市内唯一の浄水場である東第 2浄水場は、昭和 57 年から稼働し、35 年が経過

しています。以前に実施した耐震調査や平成 30 年度に実施した劣化調査の結果を

踏まえ、浄水池の耐震補強工事等及び定期的な調査と補修を実施することで、地

方公営企業法で定められた法定耐用年数(60 年)に向けて、浄水場施設を使用して

いくことが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

◎ 引き続き、東第 2浄水場を活用するために、浄水池の耐震補強工事を

実施します。 
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(２) 主要幹線管路の計画的更新 

 

市民生活への影響が大きい口径 150mm 以上の主要幹線管路(平成 29 年度末延長

109,113m)については、今後、法定耐用年数を超える延長が急速に増加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

具体的な取り組み 

◎ 基幹管路を含む主要幹線管路を中心に計画的に更新します。 
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(３) 漏水調査の継続 

 

更新が必要となる老朽管の急速な増加は、漏水が増加する要因ともなります。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

◎ 定期的な漏水調査を実施します。 
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３ 危機管理体制の整備と強化 

(１) 応急給水への対応 

災害時における応急給水体制の整備を進めていますが、「長岡京市地域防災計

画」及び「長岡京市水道危機管理計画」に応じた、きめ細かな対応が求められて

います。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(２) 危機管理マニュアルの充実 

災害が発生した場合の水道危機管理計画に基づくマニュアル等を策定していま

す。 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

具体的な取り組み 

◎ 備蓄水を確保します。 

具体的な取り組み 

◎ 継続的に各種危機管理マニュアルを見直します。 
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(３) 災害時連携の充実 

京都府及び京都府下の自治体で構成する日本水道協会京都府支部において、災

害時の協定を締結し、合同での応急給水活動訓練を実施しています。 
水道事故等、緊急の応急給水資材が必要となる事態に備え、各自治体で所有す

る応急給水資材等について情報共有しています。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

◎ 各種の災害や事故を想定した訓練を継続して実施します。 
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第３節 持続 

 

１ 経営基盤の強化 

(１) 適正な料金算定と料金体系の見直し 

 

経常収支比率は、業務の委託化や施設の統廃合など、事業の効率化を図る

とともに経費の抑制に努めてきたことから、これまでも 100％を上回っていま

したが、平成 26 年度から公営企業会計制度の見直しにより、長期前受金(注
1)が設定され、減価償却見合い分が収益化されることになったため、110%程

度の水準となっています。 
今後は人口の減少等から水需要も減ることが予測され、将来にわたり、安

定して事業運営を行うため、長期的な事業計画に基づき、算定期間を定め、

その期間ごとに適正な料金算定を行う必要があります。 
また、経営基盤の強化にあたり、収支に大きく影響する受水費については、

京都府においても、様々な経費削減努力が行われ、乙訓系については、段階的

に値下げの改定が実施されてきました。今後も、引き続き、京都府に対し、建

設負担料金単価の統一による更なる受水費の軽減に向け、協議を続けていきま

す。 
なお、二元水源の確保と将来にわたり地下水を使っていく地下水保全の目的

から、これまで基準外繰入金として繰入れてきた一般会計からの水源費対策補

助金については、段階的に行われた府営水道料金単価の引下げに合せて削減で

きたことなどから、次期経営戦略では、一般会計からの水源費対策補助金に頼

ることなく、水道事業単独での経営基盤の強化に努めた計画とします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

◎ 投資計画及び財政計画を策定し、バランスのとれた事業運営を行いま

す。 

◎ 料金体系の見直しを含む水道料金の適正化を図ります。 
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(２) 遊休地の利活用 

 
 現水道ビジョンの取り組みにより水道施設を統合した結果、廃止した水道

施設用地（遊休地）の利活用を検討する必要が生じています。この遊休地の

利活用については、市の公共施設再編事業と連携し、水道事業以外の公共施

設等としての利活用も考慮するとともに、収益確保につながる活用方法やそ

の実現性についても検討します。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

具体的な取り組み 

◎ 廃止した水道施設用地(遊休地)について、売却や公共施設等への利活

用など、方向性を検討します。 



 

24 
 

 
 
 
 
 
 
 

（３） 多様な形態の広域化の検討 

 

将来的には、全国的に少子高齢化や人口減少問題が懸念されています。将

来にわたり、水道事業を安定して継続的に運営するため、広域的な連携が必

要です。将来的な目標を定め、できるところから広域化に向けた取り組みに

着手することが重要です。 
 
  【既に取り組んでいるもの】 
   ● 京都府及び受水市町と連携し、業務や資材の共同化について、検討を

進めています。 
 
 【今後取り組んでいくもの】 
   ● 受水市町間だけでなく、京都府下市町村全体の取り組みとして、課題

解決に向けた広域的な連携を検討します。 
 
    ● 京都府の策定した京都水道グランドデザインの「広域化・広域連携の

推進」に基づき、南部圏域で隣接する京都市、向日市及び大山崎町との

連携を検討します。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

◎ 他の水道事業体との広域連携を推進します。 
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(４) エネルギーの有効利用 

平成 19 年 3 月に東第 2 浄水場の排水池覆蓋設備を利用した太陽光発電設備

を設置し、発電された電力を浄水場内で活用しています。また、北ポンプ

場内に民間からの出資による小水力発電設備を整備しています。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

◎ 今後も民間ノウハウ等を活用するなど、再生エネルギーについて、多

角的に検討します。 
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(５) アセットマネジメント手法による資産管理 
施設管理として、国が提供している簡易アセットマネジメントツールを利

用して作成しています。今後、将来的な施設整備計画との整合性を図り、

アセットマネジメントの精度をあげ、施設更新する必要があります。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 組織体制の強化 

(１) 適正な人員確保と人材育成の充実 

 

水道事業を支えてきた多くのベテラン職員が退職する状況において、水道

事業の様々な分野の技術や知識を次世代の職員に継承していく取り組みが重

要となってきます。 
また、今後の厳しい事業環境の変化に適応できる技術力を高めるために研

修の機会を確保しています。 
 

具体的な取り組み 

◎ 水道施設の維持更新のための本格的なアセットマネジメントを導入しま

す。 
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具体的な取り組み 

◎ 水道事業を安定的に運営するため、人員の確保に努めます。 

◎ 外部研修へ積極的に参加します。 

◎ 業務マニュアルを作成し、技術の継承及び更新に努めます。 



 

28 
 

 

 

 

 (２) 法令遵守の推進 

 

 

職員の不祥事等は市民との信頼関係を大きく損なわせることとなり、一度

失った信頼回復には大変な困難が伴うことになります。市政の透明性の向上

と市民の信頼確保をめざして、職員倫理条例、法令遵守条例の更なる徹底を

図り、職員一人ひとりが、全体の奉仕者として誠実に行動していくことが求

められています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ お客様サービスの充実 

(１) お客様ニーズの把握による利便性の向上 

 

お客様の利便性の向上を図るため、平成 18 年 4 月からコンビニエンスストアで

の収納を開始し、また同年 10 月から窓口業務や料金収納業務の民間委託を実施

しました。その後、平成 21 年 10 月から休日を含めたファクシミリやインター

ネットによる水道の開栓及び閉栓の受付も実施しています。 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

◎ 法令を遵守し、倫理研修等により職員の倫理感の向上に努めます。 

具体的な取り組み 

◎ お客様ニーズの把握に努め、サービスの向上を図ります。 
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(２) 広報活動の充実による情報公開の推進 

上下水道事業の予算や決算、工事等の内容を掲載した広報紙「水だより」を年

3 回発行し、全戸配布しています。併せてホームページにも同様の内容を掲載し

ています。また、日吉ダムから乙訓浄水場、東第 2 浄水場と、水源から浄水場ま

でを巡る水道施設見学会を年 1 回実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

◎ わかりやすい情報提供や広報活動の充実を図ります。 
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第５章 経営戦略 

 

経営戦略とは 

 

  (１) 経営戦略の策定趣旨 

水道事業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則に、市民生活

を支えるライフラインとして重要な役割を担っています。また、事業運営にあた

っては、安心で安全な水道水を安定して供給できる体制整備が求められています。 

本市では、事業計画としては、厚生労働省の水道ビジョンを受け、平成22年度

から令和元年度までを計画期間とする「長岡京市水道ビジョン」を策定し事業運

営を行ってきました。 

ただ、近年の節水指向の高まりや今後迎える人口減少等に伴う料金収入の減少

のほか、拡張期に整備した施設の老朽化に伴う更新、耐震化、資産規模の適正化、

技術の継承(人材の育成)などが経営上の課題となってきました。 

このような中、水道事業の経営環境の変化に適切に対応し、そのあり方につい

て絶えず検討を行うことが求められ、総務省においては、全国の水道事業体に対

して、令和2年度までに「経営戦略」の策定が要請されました。 

 

(２) 経営戦略の計画期間 

令和2年度から令和11年度の10年間 (上下水道ビジョンの計画期間と同様) 

 

  (３) 経営戦略策定の基本的な考え方 

本市で総務省の要請された「経営戦略」について、以下の内容でまとめました。 

① 水道事業の現状と課題を明らかにして、今後の将来見通しをたてます。 

② 事業効率化や経営健全化の取組方針を反映させて、施設・設備の投資見通

しである「投資試算」等の支出と財源見通しである「財源試算」の収入を

均衡させた収支計画(収支均衡していない場合は、収支ギャップの解消に向

けた取り組みの方向性や検討体制及びスケジュールを記載)を策定します。 

③ 進捗管理(モニタリング)や見直し(ローリング)等の経営戦略の事後検証、

更新等に関する考え方を記載します。 

④ 上下水道事業審議会で審議したあと、市民や議会に公開します。 

 

(４) 経営戦略策定の流れ 

本市は、将来においても健全な経営環境を維持していくために、経営の基本計

画となる「経営戦略」を策定し、この計画に基づき事業運営を行っていきます。 

   今回の水道ビジョン策定に際して検討しました「水道事業の現状と課題」及び

「水道事業の将来環境と今後の取り組み」の内容を踏まえて策定します。 
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令和４年度の決算状況をまず把握して、今後の後期計画の見直しを行います。 

 

１ 経営比較分析 

 

経営戦略策定において、求められている「水道事業の現状と課題」については、

経営比較分析表(P )も併せて活用いたします。 

経営比較分析表とは、平成27年度より毎年度、全国のすべての自治体が分析結

果を公表しているもので、経営や施設等の状況を表す経営指標を用いて、経年比

較や類似事業体との比較などを行い、経営状況を分析するものです。 

この経営指標を用いて、本市と類似団体(給水人口5万人以上10万人未満の末端

給水事業で210団体数)平均値を比較します。 

   なお、市の令和4年度の分析内容については、次のとおりです。 

 

【経営の健全性・効率性について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (注)上記の枠内の①等の番号は、Ｐ の表内の番号であり、以下同じです。 

 

   【老朽化の状況について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の経常収支比率は、令和 2 年 10 月に実施した料金改定（引き下げ）の影響や

有収水量の減少により減収する一方で、電気料金をはじめ物価高騰による費用

の増加により、令和 4 年度は 100％を下回り、経常的な費用を経常的な収益で

賄えない状況となっている。③流動比率は、令和 4 年度は遊休地の売却による

現金・預金の増加に加え、工事未払金の減少により、対前年度から上昇し、引

き続き十分な支払い能力があると言える。④企業債残高対給水比率では、設備

更新のための起債残高が増加傾向にあるなか、前述の給水収益の減少傾向によ

り、微増傾向にある。⑤料金回収率は、給水収益が減少し、費用が増加したこ

とで、前年度に引き続き 100％を下回っており、給水に係る費用が収益で賄え

ない状況が続いている。資産の有効活用や継続的な経費削減の取り組みが必要

となる。⑦施設利用率は、類似団体平均値を上回り、規模にあった効率的な浄

水設備の運用が図られていると言える。 
⑧有収率では、計画的な管路の更新と漏水調査の実施により近年、類似団体と

比較しても高率を維持している。 

①有形固定資産減価償却率及び②管路経年化率は類似団体、全国平均ともに上

回っている。特に、②管路経年化率は年々上昇傾向にあることからより、計画

的かつ優先順位を精査し、管路更新を行う必要がある。③管路更新率は、前年

度に複数年かけて実施した管路工事が完了したため、一時的に上昇している。

引き続き、限られた予算の中で、基幹管路など優先順位を考慮しながら計画的

な施設の更新に取り組んでいく必要がある。 
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【全体総括】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年度から令和 11 年度までの 10 年間を計画期間とする長岡京市上下水

道ビジョン（経営戦略）に基づき、将来にわたり安全で安心な水道水を安定的に

供給していくための取り組みを進めている。 
 令和 7 年度からの経営戦略の中間見直しを行う中で、将来の人口減少等による

水需要の減少を前提に、京都府営水道による 2 元水源の在り方、収益確保のため

の各種の取り組み、限られた財源の中で老朽が進む施設や管路の更新計画を検証

し、将来にわたり安全で安心な水道水を安定的に供給していくための取り組みを

進めていく。 



経営比較分析表（令和4年度決算）
京都府　長岡京市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

法適用 水道事業 末端給水事業 A4 非設置 81,946 19.17 4,274.70

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
)

6,630.10

1. 経営の健全性・効率性

- 62.96 100.00 2,981 81,948 12.36

2. 老朽化の状況
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①経常収支比率(％)
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平均値 1.03 0.78 0.92 0.87 0.93

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 322.92 336.54 297.64 281.17 348.00

平均値 349.83 360.86 350.79 354.57 357.74

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 257.70 255.85 270.26 291.62 297.54

平均値 314.87 309.28 322.92 303.46 307.28

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00

104.00

106.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 102.50 101.08 102.65 97.46 95.68

平均値 103.54 103.32 100.85 103.79 98.30

150.00

155.00

160.00

165.00

170.00

175.00

180.00

185.00

190.00

195.00

200.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 194.21 196.76 187.28 192.76 196.30

平均値 167.46 168.56 167.10 167.86 173.68

57.00

58.00

59.00

60.00

61.00

62.00

63.00

64.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 63.28 61.85 62.36 61.66 61.43

平均値 59.46 59.51 59.91 59.40 59.24

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 95.01 95.85 96.03 96.49 96.28

平均値 87.41 87.08 87.26 87.57 87.26

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【108.70】 【1.34】 【252.29】 【268.07】

【89.76】【59.97】【174.75】【97.47】

【51.51】 【23.75】 【0.67】
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２ 経営戦略の具体的試算の見直し 

 

(１) 投資試算の考え方 

経常的な経費及び人件費は日本銀行物価上昇率を参考に 2％を見込んでいます。

なお、この場合の５年後（令和１１年度）の上昇率は約 10.4％（102％の 5乗）

となる見込みです。世界情勢等に起因する、材料の高騰による諸物価が高騰して

おり工事費などは大幅に上昇しています。施設投資に係る工事費は、現計画に対

して 15％上昇すると見込んで試算しました。 

 

①  「安全」の投資試算 

   今後も地下水を活用していくために、地下水源の保全や地下水の水質検査を継

続していく予定です。PFOS,PFOAの対応についても国の動向を注視しつつ交付金

等を活用できるよう情報収集に努めていきます。 

鉛製給水管は、腐食による漏水が多いことや鉛の微量の溶出が問題とされ早

期の解消に取り組んでいきます。 

 

②  「強靭」の投資試算 

管路の更新については、法定耐用年数による更新を行っていくことだけに捉 

われず、実際に管路を使用できる年数等の新たな視点による更新の基準や、老 

朽化及び重要度等の優先順位により計画的に進めていきます。 

  水道施設の耐震化は、地震発生時にも給水施設を守る重要な事業です。老朽

化や耐震能力不足を解消するため、耐震化については計画どおり進めてまいり

ます 
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３ 経営戦略による収支計画 

 

 

①  投資及び財源試算における経営健全化の取り組み 

後期計画期間である令和7年度から令和11年度までの具体的な取り組み内容の

主なものは、以下のとおりです。 

 

 

項 目 具体的な内容 

浄水場等施設の計

画的な見直し 

東ポンプ場の廃止・解体 

管路(配水管等)の

計画的な更新 

基幹管路の効率的な更新を進め、有収率を維持した水運

用を実施 

アセットマネジメ

ントの導入 

精度を高めたアセットマネジメントを導入し、財政収支

を見通した長期的な施設整備計画を策定 

人材育成及び技術

継承による組織体

制の適正化 

効率的な事業運営を継続するため、人財の確保に努め、

外部研修を活用した人材育成の実施 

広域化の推進 広域化・広域連携は京都府営水道の受水市町や、京都府

南部圏域で業務の効率化の推進にむけた取り組みを進

めていきます。 

受託工事にかかる

分岐プール額につ

いて 

一定の算定期間内で収支が均衡するよう定期的に見直

していきます。 
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②  投資及び財源試算の収支シミュレーションによる重点基準目標の推移 

※この試算は、物価上昇率を毎年２％及び工事費は１５％上昇すると見込んでいる。 

㋐ 

 

 ㋑ 

    

㋒                                

  

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

H26 H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

(千円) 【期末資金残高の推移】

10.29億円

目標ライン：９億円超
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120.00
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【経常収支比率の推移】

経常収支比率(%) （＝経常収益/経常費用）

Ｒ４年度以降 目標未達
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企業債残高対給水収益比率(%) （＝企業債残高/給水収益）

Ｒ５年度以降 目標未達
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③  後期計画期間における重点基準目標の改善取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㋐ 

 

 

 

 

 

㋑ 

 

 

 

 

 

 

 

㋒ 

  

期末資金残高の推移は、令和７年度に東ポンプ場解体工事を実施する事で一時的に資

金残高は９億円を下回りますが、その他の年度では９億円以上を確保できています。 

経常収支比率の推移は、令和４年度以降に目標値の 100％を下回りますが、これは令

和 2 年度に水道料金を平均 5.4%引き下げた際に、水道事業がこれまで蓄えてきた利益

剰余金を活用した事も理由の一つです。この料金改定では京都府営水道の供給単価の

改定による受水費の軽減に利益剰余金の活用を合わせ、下水道使用料の引き上げによ

る市民負担の軽減を図るために行いました。 
後期計画で経常収支比率が 100％を下回る事がありますが、これは想定した数値であ

り直ちに問題があるものではありません。引き続き、公営企業会計としての健全経営

に努めていきます。 

企業債残高対給水収益比率においても、令和５年度以降に経常収支比率と同様の理由

と工事費の上昇により、目標値に達成していないことは後期計画期間で注視していく

必要があります。給水収益や企業債の借入額等の検証を行い比率を抑えていきます。 

上下水道事業

審議会で検証 

【重点基準目標】 

 

①経常収支比率      100%以上 

②自己資金残高      9億円以上 

③給水収益に対する 

企業債残算高割合 300%以下 



　　　　【水道事業】 投資・財政計画(収支計画)
（単位：億円、％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 18.99 18.98 18.61 18.11 17.74 17.96 18.21 17.95 17.94 17.93 17.91 17.88

(1) 17.47 17.26 16.81 16.32 16.22 16.00 16.14 16.19 16.18 16.17 16.15 16.12

(2) 1.51 1.72 1.80 1.80 1.53 1.96 2.07 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76

２． (B) 2.08 2.09 1.69 1.75 1.68 1.70 1.67 1.62 1.66 1.58 1.61 1.53

(1) 1.65 1.69 1.63 1.70 1.63 1.66 1.62 1.56 1.61 1.52 1.56 1.47

(2) 0.43 0.41 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

(C) 21.07 21.08 20.30 19.86 19.43 19.67 19.89 19.57 19.60 19.51 19.51 19.41

１． (D) 18.74 18.89 18.38 18.92 18.97 20.86 20.55 20.36 20.51 20.34 20.43 20.58

(1) 1.76 1.76 1.73 1.61 1.74 1.90 1.92 1.96 2.00 2.04 2.08 2.12

(2) 0.91 0.92 0.86 0.69 1.01 1.36 1.23 1.26 1.28 1.31 1.33 1.36

(3) 0.74 0.77 0.83 1.04 1.07 1.58 1.30 1.54 1.68 1.59 1.62 1.65

(4) 7.31 7.27 6.80 7.33 6.77 6.57 6.62 6.62 6.62 6.61 6.61 6.61

(5) 1.61 1.83 1.87 1.83 1.98 2.30 2.07 2.08 2.12 2.16 2.20 2.25

(6) 4.77 4.74 4.57 4.51 4.58 4.72 4.90 4.91 4.78 4.56 4.47 4.45

(7) 1.65 1.60 1.73 1.91 1.80 2.42 2.51 1.99 2.03 2.07 2.11 2.15

２． (E) 0.78 0.74 0.68 0.65 0.63 0.67 0.68 0.68 0.74 0.76 0.78 0.82

(1) 0.78 0.74 0.68 0.65 0.62 0.65 0.66 0.68 0.74 0.76 0.78 0.82

(F) 19.52 19.62 19.06 19.57 19.59 21.53 21.23 21.03 21.24 21.10 21.20 21.40

(G) 1.55 1.45 1.24 0.30 ▲ 0.17 ▲ 1.87 ▲ 1.34 ▲ 1.46 ▲ 1.64 ▲ 1.59 ▲ 1.69 ▲ 1.99

(H) 0.31 0.01 ▲ 0.01 0.00 1.54 ▲ 0.44 ▲ 0.08 ▲ 6.89 7.58 0.34 ▲ 0.01 ▲ 0.01

1.85 1.46 1.22 0.30 1.37 ▲ 2.31 ▲ 1.42 ▲ 8.35 5.94 ▲ 1.25 ▲ 1.69 ▲ 2.00

(I) 50.54 52.00 53.22 53.52 54.89 52.58 51.16 42.82 48.76 47.51 45.81 43.81

１． 2.00 1.65 3.92 5.00 3.60 5.15 3.81 5.54 3.36 3.19 3.92 4.34

２． 0.45 1.04 1.12 0.65 0.40 0.91 0.97 0.68 3.16 0.65 0.62 0.62

(A) 2.45 2.48 4.84 5.36 3.56 6.06 4.78 6.22 6.52 3.84 4.54 4.96

１． 3.30 2.64 5.93 7.20 5.12 7.60 6.13 6.92 4.20 3.99 4.90 5.42

２． 2.45 2.51 2.66 2.83 2.94 3.04 3.01 3.03 2.89 2.82 2.64 2.55

(B) 5.75 5.15 8.59 10.03 8.06 10.64 9.14 9.96 7.08 6.81 7.54 7.97

3.30 2.67 3.74 4.68 4.51 4.58 4.36 3.74 0.56 2.97 3.00 3.01

【財源試算の重点基準目標】

(億円) 19.65 21.35 22.73 23.05 21.79 17.97 15.47 6.73 15.29 14.11 12.32 10.29

(％) 107.91 107.41 106.48 101.52 99.15 91.34 93.67 93.04 92.27 92.46 92.03 90.69

(％) 257.70 255.85 270.26 291.62 297.54 301.54 316.94 331.43 334.57 337.14 345.50 357.11

※塗りつぶしてある箇所は、重点基準目標が達成されていない年度です。

収 入 計 (A) ＋ (B)

支

出

資

本

的

収

支

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

(C)　-　(F)

特 別 損 益

営 業 費 用

営 業 外 費 用

収 入 計

年　　　　　度

企 業 債

そ の 他

支 払 利 息

令和１０年度 令和１１年度

収

益

的

収

支

収

入

料 金 収 入

そ の 他

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

支 出 計 (D) ＋ (E)

経 常 損 益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

令和１１年度令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

経 常 収 支 比 率

企 業 債 残 高 対 給 水 収 益 比 率

令和８年度 令和９年度 令和１０年度

建 設 改 良 費

資本的収入額が資本的支出額に不足する額    　 (B)-(A)

収

入

支

出
支 出 計

企 業 債 償 還 金

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

減 価 償 却 費

そ の 他

資 金 残 高

職 員 給 与 費

動 力 費

修 繕 費

受 水 費

委 託 費

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (C) - (F) + (H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

平成３０年度 令和元年度 令和８年度 令和９年度
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下水道事業 
 



1 人口と汚水有収水量の見込み
有収水量

9,692千㎥

有収水量

9,417千㎥

有収水量

9,390千㎥
達成見込み

有収水量

9,157千㎥

2 下水道事業施設の整備

3 浸水対策 67.7% 71.9% 75.4% 達成見込み 80.0%

4 地震対策

⑴防災ハザードマップの更新

⑵災害用マンホールトイレ

⑶雨水貯留タンク 426件 525件 810件 未達成 1,010件

6 水洗化率の向上 99.2% 99.4% 99.5% 達成見込み 100.0%

7 管路整備

8 マンホールポンプ整備

9 不明水調査と改善

適正な下水道使用料の検討（経費回収率） 85.1% 99.1% 100％以上 達成見込み 100％以上

適正な下水道使用料の検討（基準外一般会計繰入金） 3.1億円 0.1億円 削減 達成見込み 削減

11 組織体制の強化

12 広報活動の充実

13 広域化の取り組み

・令和６年度の中間目標値に対する自己評価は「ほぼ達成」、「達成見込み」、「未達成」の３段階となっています。

目標値の設定がない項目については、現状について記入しています。

10

年２回以上の倫理研修、業務マニュアルの充実を推進

広報誌やホームページ等を活用した広報活動を実施

事業初期から他市町との広域事業として実施

5

その他対策

【汚水】ストックマネジメント計画を策定し改築・更新を実施

【雨水】いろは呑龍トンネル南幹線接続事業として馬ノ池川排

    水区・和井川排水区の整備を実施

【汚水】管路整備(改築・更新)により耐震化

【雨水】耐震基準に合った構造で築造

令和6年度のハザードマップ更新のため、基礎資料となる内水

浸水想定区域図を作成

防災計画に基づき19か所で256基設置

 ストックマネジメント計画に基づき⾧寿命化対策として点検・改

築・修繕を実施

点検・調査を兼ねた定期点検や老朽化対策として耐用年数を迎え

るポンプの交換を実施

管路施設の破損・不具合を点検し、改築・修繕を実施

40
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第３章 下水道事業環境について 

 

１ 人口と汚水有収水量の見込み (図１) 

 

本市の人口は、昭和40年代に急増し、その後は、増加の勢いは落ち着いた

ものの微増を続け、平成29年度末では約8万1千人となっています。 

 今回の下水道ビジョンの処理区域人口予測については、人口普及率（処理

区域人口÷人口）もほぼ100％となったことから、平成28年2月に策定された

「長岡京市人口ビジョン」に基づき予測しました。その結果、下水道ビジョ

ン開始年度の令和2年度以降は、緩やかに減少する見込みで、最終年度の令和

11年度では、79,993人となる見込みです。 

 また、汚水の有収水量予測は、過去５年間の実績を基に、家庭用では「長

岡京市人口ビジョン」による人口減少に加え、市民アンケート結果から節水

志向が今後も続くことが推測されることから、毎年、前年度に対して0.3%の

減少が推移すると見込み、工場用では1.9％の減少、営業用ほかでは0.8％の

増加と見込んでいます。全体としては、毎年、前年度に対して0.5％程度減少

するものと見込んでいます。 

 これらのことから、汚水の有収水量としては、下水道ビジョン開始年度の

令和2年度は9,566千㎥と見込み、最終年度の令和11年度では、開始年度の令

和2年度に対して、約4.3%減少の9,158千㎥と見込んでいます。 
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図１ 
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２ 下水道事業施設の整備 

 

汚水事業は、昭和49年10月から着手し、整備が一定完了した平成29年度末

の管渠延長が約224kmあり、そのうち管渠耐用年数50年を超過する管渠はあり

ません。 

今後は「ストックマネジメント計画(汚水事業)」を策定することにより、

改築更新時期を迎えてくる管路施設の老朽化・耐震化を図る必要がありま

す。 

 一方、雨水事業は、浸水被害の多いところから局地的に整備をしてきまし

た。 

昭和60年12月に市公共下水道事業に追加し、和井川排水区と犬川排水区を5年
に一度の雨量 (1時間当たりの降雨量51.1㎜) に対応できるよう整備をしまし

た。 

その後、平成10年に京都府の桂川右岸流域下水道雨水対策事業に合わせ、

風呂川排水区を10年に一度の雨量(1時間当たりの降雨量61.6㎜)に対応した整

備を進めました。 
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第４章 下水道事業の具体的な取り組みについて 

第１節 安全安心  (災害の軽減を図る下水道) 

 

１ 浸水対策 

本市の下水道事業は、毎日の市民生活向上のための汚水事業を優先的に整 

備し、雨水事業は浸水被害の多いところから局地的に整備をしてきました。 

 

 

(１) いろは呑龍トンネル接続に伴う整備 

         (馬ノ池川・勝竜寺川・馬場川・和井川排水区) 

 

京都府桂川右岸流域下水道雨水対策事業(いろは呑龍トンネル)は、10
年に一度の雨量 (1時間当たりの降雨量61.1㎜) に対応した浸水対策事業

であり、北幹線及び一部関連施設は供用開始されています。現在、南幹

線では、令和3年度の一部供用開始、令和5年度の全面供用開始に向けて

事業の進捗が図られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

 

◎ いろは呑龍トンネル南幹線の供用開始に向けた４箇所の接続工事を優

先して推進します。 

 

◎ 接続工事の完了後、引き続き、接続箇所より上流部で改修が必要な排

水区の河川・水路整備を推進します。 
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内径 3.5m 延長 4068m 
【令和４年３月供用】 

【令和４年３月供用】 

【令和９年供用開始予定】 

【令和６年３月供用】 

【令和８年供用開始予定】 
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  (２) 犬川雨水幹線整備 (犬川第１・２・３排水区) 

犬川排水区は都市下水路として、5年に一度の雨量 (1時間当たりの降雨

量51.1㎜) に対応した幹線整備及び神足ポンプ場での雨水の排除に加え、

過去の大雨時の浸水データから、事前に排水区内のパトロールを行い、土

のうや排水ポンプの設置などで浸水対策に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (３) 小畑川関連整備 （風呂川・小畑川第１・２排水区） 

 

風呂川排水区の浸水対策施設であります今里雨水貯留施設は、平成 

18年度の供用開始から10年以上が経過し、その内、今里雨水ポンプ場

については、電気及び機械施設の更新時期が近づいてきたため、事故

の未然防止及びライフサイクルコストの最小化を図ることを目的に、

平成29年度から4ヶ年による「長寿命化計画」を策定し、施設の既存ス

トックを活用して、耐用年数の延命を図っています。 

     また、野添公園内での雨水貯留施設設置工事中止に伴う対策とし 

て、各流入口での分水改修工事、深田川・野添川・今井川の交差部の 

改修や浚渫工事等を行い、浸水対策に努めています。 

具体的な取り組み 

◎ 更なる浸水被害の軽減のため、10年に一度の雨量 (1時間当たりの降雨

量61.1㎜) に対応した犬川の改修、神足ポンプ場改修による排除能力の向

上について、河川管理者である京都府とも連係を図り、整備を進めます。 
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具体的な取り組み 

 

◎ 「長寿命化計画」が完了する令和3年度以降の今里雨水ポンプ場改築更

新については、汚水事業と同様に新たに「ストックマネジメント計画(雨

水事業)」の策定により進めます。 

 

◎ 「ストックマネジメント計画(雨水事業)」の中で、今里雨水貯留幹線も

含めた、小畑川関連排水区の機能向上に向けた既存河川及び水路の能力調

査を行うとともに、引き続き10年に一度の雨量 (1時間当たりの降雨量

61.1㎜) の対応を進めます。 
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地震対策 

(１) 雨水事業 

 

 雨水施設の地震対策は、風呂川排水区の今里雨水貯留施設については、

耐震化を行っております。 

その他の既存施設につきましては、今後汚水事業と同様「ストックマネ

ジメント計画」に基づく改築・更新の中で耐震化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 汚水事業 

 

汚水施設の地震対策は、国土交通省の定める「重要な幹線等」に当る、

幹線約 22 ㎞については、平成 26 年度からの長寿命化計画で、改築・更新

の中で耐震化を兼ねて整備いたしました。 

残り管路施設につきましても、「ストックマネジメント計画」に基づく

改築・更新の中で耐震化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３ その他対策 
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（１）防災(内水)ハザードマップの更新 

 

   平成26年度に市域全戸に配布しました「長岡京市防災ハザードマップ」

により、市民・自主防災組織とともに防災対策や雨水流出の抑制など、自

助・共助・公助が一体となった浸水の防除に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）災害用マンホールトイレ 

 

市の防災計画に基づき、平成26年度以降は、500人程度の避難所に指定

されている公共施設に整備を進め、平成29年度末までに18か所、241基を

設置しました。また、今回のアンケート調査において、マンホールトイ

レを知らない方が約60%以上という結果でした。 

今後は、防災担当と協力して、防災訓練時等の機会を利用して、組立

方法を含めて周知する必要があります。 

 

 

具体的な取り組み 

 

◎ 防災担当と協力して、「防災(内水)ハザードマップ」を見直し、令和

6年度を目途に策定し、減災対策を進めます。 
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(３) 雨水貯留タンク 

 

雨水貯留タンクは、屋根等に降った雨水を貯めるタンクのことで、浸

水対策事業への理解を深めるため、各家庭や事業所で設置していただく

ものです。タンクに貯まった雨水は、庭の草花や家庭菜園への水やり

や、災害時対応の緊急用水として活用できます。 

雨水貯留タンクの設置件数は、10年間で約400件ですが、ここ数年は年

間20件前後と減少しています。 

今後は、制度の見直しや広報の充実を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

 

◎ 災害用マンホールトイレの組み立て方法を周知します。 

具体的な取り組み 

 

◎ 制度の見直しや広報の充実を図り、毎年40件の設置を進めます。 
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第２節 環境保全(公共用水域の水質保全を図る下水道)  

 

 １ 水洗化率の向上 

 

本市の下水道事業は、生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、

汚水事業を優先して進めてきました。 

下水道ビジョンがスタートする令和2年度では、汚水事業の整備はほぼ100%

となりますが、水洗化工事をされていない世帯へ啓発活動を実施し、水洗化率

100%を目指し、水質保全や生活環境の向上を図ります。 
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２ 管路整備 

 

長岡京市の公共下水道汚水管約 224 ㎞のうち、幹線約 22 ㎞について

は、「長岡京市公共下水道長寿命化計画」により、平成 24 年度から TV

カメラ調査・診断を行った結果、早急な改築・修繕が必要となるような

緊急度の高い管路の割合は比較的低く、改築・修繕が必要となった管路

については、平成 30 年度に長寿命化計画による工事を完了しました。 

今後は、枝線延長約 202 ㎞を国が提唱している「ストックマネジメン

ト計画(汚水事業)」を策定し、計画的に管路の調査・診断を実施して、

下水道施設 (汚水)の効率的な維持管理、事業費の平準化などを図る必要

があります。 

まずは、布設年度が 30 年を経過した管路から TV カメラ調査・診断を

行い、今後 10 年で約 46 ㎞の調査・診断を行います。 

 

ストックマネジメント計画により今後調査が必要な管路    (単位:㎞) 

処理分区名 全延長 

令和 11 年度ま

での調査予定

延長 

調査 

割合 

令和 11 年度以

降調査予定延長 

南向日処理分区 6  0  0%  6  

西淀処理分区 4  0  0%  4  

羽束師処理分区 2  0  0%  2  

西長岡第１処理分区 49  5  10%  44  

西長岡第２処理分区 24  1  4%  23  

中央長岡処理分区 56  30  54%  26  

南長岡処理分区 48  10  21%  38  

東長岡処理分区 13  0  0%  13  

合計 202  46  23%  156  

 

約 46 ㎞の調査・更生工事に 10 年かかるため、全延長の調査が終了す

るには約 35 年かかります。 

全管路の調査・更新が完了した後は、最初に更新した幹線の管路から

引き続き調査・診断を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

 

◎ 「長岡京市下水道ストックマネジメント計画(汚水事業)」を策定し、 

引き続き、汚水管路施設の老朽化・耐震化を図る長寿命化対策を進めま

す。 
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３ マンホールポンプ整備 

 

平成 29 年度末現在、市内に 9ヶ所が稼働しているマンホールポンプ

が、故障等により作動しなくなると、周辺地域の汚水が流れなくなる

ため、毎年点検を行っており、支障がある部品についてはその都度交

換し、対策しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

 

◎ 定期的に点検を行い、異常箇所の早期発見・修繕を行います。 
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４ 不明水調査と改善 

 

管路施設の継手や破損箇所からの地下水の侵入と雨天時に一時的に増

大する雨水が侵入するなどの生活排水以外の水量を不明水と言われてい

ます。 

不明水が多いと管路施設からの溢水が生じ、処理場やポンプ場の排水

能力や処理能力が不足するなど、下水道施設の機能に重大な影響を与え

るだけではなく、汚水処理費用増加の要因となり、下水道事業経営に支

障をきたします。 

全国的にも課題となっている不明水と思われる水量は、年間汚水処理量

のうち、本市は平成28年度では16.6%であり、全国平均値17.6%でありま

す。 

このことから、汚水処理量の増減の高い処理分区から流量調査による現

状把握と原因の究明および対応策の検討 (不明水調査・対策) を実施して

いきます。実施した調査・対策により管路の破損や継手部分等から侵入水

が判明した場合は、管渠更生等の改築･更新で対応します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

 

◎ 流量調査による現状を把握し、管渠更生等の対策を進めてまいりま

す。 
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第３節 健全経営 (継続して健全な経営を図る下水道)  

 

 １ 適正な下水道使用料の検討  

 

下水道事業には、雨水事業と汚水事業を行っていますが、その経費負担

については、原則として雨水事業にかかる経費は公費（一般会計からの繰

入金：長岡京市の税金等）で負担し、汚水事業にかかる経費は私費（下水

道使用料）で負担することとされています。 

また、一般会計からの繰入金については、毎年度、総務省からの通知

（「地方公営企業繰出金について」）で基準が示されており、その基準に

基づく繰入金（基準内繰入金）と、その基準に基づかない繰入金（基準外

繰入金）があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

 

◎ 下水道事業(汚水事業)の経営健全化に向けて、基準外の一般会計繰

入金等公費負担のあり方について、段階的に見直します。 

 

◎ 上記の基準外の一般会計繰入金等公費負担のあり方や経費回収率を

見直すなかで、適正な下水道使用料を検討します。 
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２ 組織体制の強化 

 

汚水事業の整備がほぼ終了していることから、維持管理の体制となり

ますが、雨水事業の整備は今後も拡充することから、それに連動した職

員体制を図る必要があります。 

    また、水道事業と同様、短期間での技術の習得が難しいことから、

「技術継承」を考慮した組織・職員体制の充実、研修等による技術力の

向上を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 広報活動の充実 

 

上下水道部が年３回発行している広報紙「水だより」やホームページ

などを通じて情報提供を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

 

◎ 汚水及び雨水事業に見合う職員体制を図ります。 

◎ 外部研修へ積極的に参加します。 

◎ 業務マニュアルを作成し、技術の継承及び更新に努めます。 

具体的な取り組み 

 

◎ わかりやすい情報提供や広報活動の充実を図ります。 
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４ 広域化の取り組み 

 

    汚水事業では、京都市・向日市・大山崎町と共に、京都府が建設・運

営を行っている『京都府洛西浄化センター』で、汚水の終末処理を行っ

ています。 

    また、雨水事業でも、京都市、向日市、長岡京市の一部を排水区域と

した合同事業として京都府で事業を進めている『いろは呑龍トンネル』

があり、全面供用開始後は、乙訓ポンプ場・呑龍ポンプ場・寺戸川ポン

プ場にて雨水の処理を行っていきます。 

    流域下水道として両事業とも今後は、維持管理経費の削減など、更な

る経費の効率化に取り組む必要があります。 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

 

◎ 京都府へ維持管理経費の削減や更なる経費の効率化を要請します。 

 

◎ 国の広域化への取組みの推進に伴う京都府の検討・動向に注視し対応

していきます。 
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第５章 経営戦略 

 

経営戦略とは 

 

  (１) 経営戦略の策定趣旨 

下水道事業では、下水道使用料をもって経営を行う独立採算制を基本

原則に、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の

水質保全を目的とする汚水事業と、公費(税等)で雨水の排除（浸水の防

除）を目的とする雨水事業があり、市民生活向上のための重要な役割を

担っています。 

本市では、下水道事業の事業計画としては、都市計画の一部に下水道

事業の計画を盛り込み、事業の推進を図ってまいりました。 

ただ、汚水事業では近年の節水指向の高まりや今後迎える人口減少等

に伴う下水道使用料収入の減少のほか、整備した汚水施設の改築更新、

また、雨水事業では近年の降雨量の変化による多発する浸水被害の軽減

等、市民生活の環境改善や安全安心をさらに図ることが必要となってき

ました。 

このような中、国土交通省の新下水道ビジョンに連動し、下水道事業

の経営環境の変化に適切に対応し、そのあり方について絶えず検討を行

うことが求められ、総務省においては、全国の下水道事業体に対して、

令和2年度までに「経営戦略」の策定が要請されました。 

 

  (２) 経営戦略の計画期間 

令和2年度から令和11年度の10年間 

(上下水道ビジョンの計画期間と同様) 

 

  (３) 経営戦略策定の基本的な考え方 

本市の基本的な「経営戦略」の考え方について、以下の内容でまとめ

ました。 

① 下水道事業の現状と課題を明らかにして、今後の将来見通しを立

てます。 

② 事業の効率化や経営健全化の取組方針を反映させて、施設・設備

の投資見通しである「投資試算」等の支出と財源見通しである「財源

試算」の収入を均衡させた収支計画(収支均衡していない場合は、収

支ギャップの解消に向けた取り組みの方向性や検討体制及びスケジュ

ールを記載)を策定します。 

③ 進捗管理(モニタリング)や見直し(ローリング)等の経営戦略の事

後検証、更新等に関する考え方を記載します。 
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④ 上下水道事業審議会で審議したあと、市民や議会に公開します。 

 

(４) 経営戦略策定の流れ 

本市は、将来においても健全な経営環境を維持していくため、経営の

基本計画となる「経営戦略」を策定し、この計画に基づき事業運営を行

います。 

今回の下水道ビジョン策定に際して検討した「下水道事業の現状と課

題」及び「下水道事業の将来環境と今後の取り組み」の内容を踏まえて

策定します。 

 

 

 

令和４年度の決算状況をまず把握して、今後の後期計画の見直しを行います。 

 

１ 経営比較分析 

 

   経営戦略策定において、求められている「下水道事業の現状と課題」に

ついては（令和4年度決算）経営比較分析表（P ）も併せて活用いたしま

す。 

経営比較分析表とは、平成27年度より毎年度、全国のすべての自治体等

が分析結果を公表しているもので、経営や施設等の状況を表す経営指標を

用いて、経年比較や類似事業体との比較などを行い、経営状況を分析する

ものです。 

 

 

 

【経営の健全性・効率性】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

① の経常収支比率は、100％を超えているが、③の流動比率では、建設改良等の財 

源に充てた企業債の償還が多額なため、27.38％と低くなっており運転資金の確保が

課題となっている。引き続き経費抑制に努める。 

④の企業債残高対事業規模比率は、建設当初から多額の借入れを行ってきたことか

ら類似団体、全国の平均値を上回っていたが、償還のピークを迎え、企業債残高が

減少していることから、下降傾向にある。⑤の経費回収率は、令和3年10月に実施し

た下水道使用料の改定等により、99.09％と前年度より良化しているが、100％超に

なるよう効率的な事業運営に取り組む。 

⑥施設整備はおおむね終わりましたが、今後は老朽化が進む施設の維持管理にかか

る経費が増加することが見込まれる。維持管理を適切かつ効率的に行っていく必要

がある。 
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 (注)上記の枠内の①等の番号は、P  の表内の番号であり、以下同じです。 

 

 

【老朽化の分析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【全体の分析】 

 

 

 

 

 

 

 

下水道事業の現状や課題を整理し、その課題に対し計画的に取り組むべく、令和元

年8月に令和2年度から11年度までを計画期間とする「上下水道ビジョン（経営戦

略）」を策定した。令和2年度より、同ビジョンに基づいた事業運営を行っていま

す。 

 下水道事業の経営においては、「基準外一般会計繰入金の削減または解消」「経

費回収率100％以上」「運転資金の確保」を同ビジョンの重点基準目標に掲げてい

る。今後も同ビジョンに基づいた取り組みを続け、課題の解消を図る。 

 下水道施設の老朽化については、今後の経年による老朽化を見据え、同ビジョン

やストックマネジメント計画に基づき、定期的な点検を実施し、対処が必要な箇所

については修繕・改築を計画的に行っていく。 

令和7年度から50年を超える管路がでてくるため。管路の点検を行い損傷状況に応じ

た対策を実施していく必要があり、これに伴う経費が高額となることから、将来に

向け計画的かつ効率的な修繕・改築に取り組む必要がある。 



経営比較分析表（令和4年度決算）
京都府　長岡京市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

19.17 4,274.70法適用 下水道事業 公共下水道 Bb1 非設置

普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

81,946

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km
2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
)

1. 経営の健全性・効率性

資金不足比率(％)

- 59.63 99.90 89.01 2,656

自己資本構成比率(％)

81,869 9.78 8,371.06

2. 老朽化の状況

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 0.06 0.08 0.00 0.07 0.12

平均値 0.30 0.12 0.12 0.35 0.10

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 97.66 102.13 103.15 108.92 115.09

平均値 106.41 107.34 107.87 109.78 109.96

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 7.91 11.90 15.87 19.73 23.58

平均値 8.36 8.55 20.23 22.34 24.65

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 3.83 2.41 1.63 1.94 2.42

①経常収支比率(％)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.50 0.00 11.59 9.36 7.56

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 24.91 26.31 24.61 24.44 27.38

平均値 33.13 35.20 37.20 47.13 50.85

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 1,250.06 1,196.94 1,158.09 998.03 829.27

平均値 733.93 813.96 843.72 788.62 772.15

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 84.50 84.04 81.96 89.67 99.09

平均値 94.59 92.08 94.81 99.88 98.82

115.00

120.00

125.00

130.00

135.00

140.00

145.00

150.00

155.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 150.35 150.43 150.67 150.80 150.78

平均値 131.22 132.95 129.90 126.94 128.39

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 - - - - -

平均値 70.33 70.30 80.11 82.83 69.38

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 99.18 99.22 99.24 99.33 99.37

平均値 95.85 95.95 95.96 95.73 96.10

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【106.11】 【3.15】 【73.44】 【652.82】

【95.82】【59.10】【138.29】【97.61】

【39.74】 【7.62】 【0.23】

 63



64 
 

２ 経営戦略の具体的試算の見直し 

 

(１) 投資試算の考え方 

経常的な経費及び人件費は、日本銀行物価上昇率を参考に2％を見込

んでいます。なお、この場合の５年後（令和１１年度）の上昇率は約

10.4％（102％の5乗）となる見込みです。世界情勢等に起因する、材

料の高騰による諸物価が高騰しており工事費などは大幅に上昇してい

ます。施設投資に係る工事費は現計画に対して１５％上昇すると見込

んで試算しました。 

 

①  「安全安心」の投資試算 

雨水事業の全体計画区域1,143haのうち、10年に一度の雨量 (1時間

当たりの降雨量61.1㎜) に対応した雨水浸水対策事業の整備予定面積

576ha (10排水区) で整備を進めています。 

現在、いろは呑龍トンネル接続工事や神足雨水ポンプ場改築工事と

ポンプ場を補完する雨水貯留施設整備を進めているとともに、いろは

呑龍トンネルへ接続した馬ノ池川の改築や今里ポンプ場を含む風呂川

の改築等も計画的に行っています。 

                           

 

①  「環境保全」の投資試算 

汚水事業では、長岡京市ストックマネジメント計画により汚水管渠

のカメラによる調査・診断を実施し、下水道汚水施設の効率的な維

持管理に努めます。診断後の改築更新は、多額の費用が必要となる

ことから国の交付金を見定めながら、年度間で平準化し計画的に進

めていきます。 
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３ 経営戦略による収支計画 

 

   (１) 投資試算と財源試算による経営健全化の取り組みについて 

 後期計画期間である令和7年度から令和11年度までの具体的な取り 

 組みに向けた内容の主なものは以下のとおりで 

す。 

 

項 目 具体的な内容 

ストックマネジメント

手法による計画の推進 

ストックマネジメント計画を策定し、改築・修

繕の適正化と特定財源の確保 

→ 汚水事業は、平成 30 年度に策定した計画により

維持管理や修繕・改築事業を実施 

→ 雨水事業は、令和 6 年度に今里雨水ポンプ場の計

画を策定し維持管理や修繕・改築事業を実施予定 

不明水対策の取り組み 

カメラ調査及び点検 

→ ストックマネジメント計画で行うカメラ調査で

見つけた不明水の侵入箇所を、修繕や改築を実施し

不明水解消に向け進めていく 

組織・人員の適正化 事業規模に対応した組織や職員体制の適正化

に努めていきます。また、外部研修等を活用し

た技術継承の実施 

一般会計繰入金の適正

化 

繰入基準に基づいた、適正な一般会計繰入金 

→令和3年度に行った下水道使用料改定により繰入金

の抑制を図った 

広域化への連携及び効

率化への取り組み 

京都府流域下水道事業の効率化の要請 

→ 流域下水道事業主体である京都府に対し、関係市

町と連携し、効率的な事業運営による維持管理費用

等の抑制が図れるよう意見要望を継続している 
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(２) 投資及び財源試算の収支シミュレーションによる重点基準目標の推

移「投資試算と財源試算による経営健全化の取り組み」及び「財源試

算の重点基準目標」による収支計画は、 ページのとおりです。 

 

 

 

［後期計画期間の状況］ 

(ア) 基準外一般会計繰入金の適正化 

基準外一般会計繰入金の適正化を図るため令和3年10月に下水道使

用料改定（１９．８％増）を実施したことにより、基準外繰入金が大

きく削減できています。 

(イ) 経費回収率の向上 

新型コロナウイルス感染症により下水道使用料の改定時期を一年延

長したことで、前期計画期間では経費回収率１００％以上が確保でき

ていませんが、後期においては１００％以上を確保できる見通しで

す。 

(ウ) 運転資金の確保 

運転資金の確保では、年度当初に流域下水道維持管理負担金等の定

期的な支払いに備え約２億円程度必要となりほぼ必要な資金は確保で

きています。 



令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

１． (A) 13.60 14.82 16.26 15.91 16.70 16.54 16.59 16.94 16.91 17.17

(1) 11.64 12.60 14.07 13.72 14.23 14.04 13.97 13.90 13.84 13.77

(2) 1.96 2.22 2.19 2.19 2.47 2.50 2.62 3.04 3.07 3.40

２． (B) 15.80 15.23 15.57 16.44 15.48 15.40 15.25 15.46 14.43 14.06

(1) 4.05 3.58 3.73 4.59 3.86 3.90 3.79 3.60 2.53 2.16

4.05 3.58 3.73 4.49 3.75 3.82 3.71 3.52 2.45 2.08

0.00 0.00 0.00 0.10 0.11 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

(2) 11.75 11.65 11.84 11.85 11.62 11.50 11.46 11.86 11.90 11.90

(C) 29.40 30.05 31.83 32.35 32.18 31.94 31.84 32.40 31.34 31.23

１． (D) 25.50 24.98 25.37 25.65 25.82 25.78 25.82 26.82 27.01 27.11

(1) 0.87 0.76 0.69 0.73 0.87 0.88 0.90 0.92 0.93 0.95

(2) 4.90 4.53 4.77 5.21 4.94 5.04 5.14 5.24 5.35 5.46

(3) 18.32 18.28 18.23 18.29 18.45 18.32 18.21 19.07 19.11 19.05

(4) 1.41 1.41 1.68 1.42 1.56 1.54 1.57 1.59 1.62 1.65

２． (E) 3.00 2.61 2.28 2.01 1.94 1.76 1.76 1.74 1.68 1.62

(1) 3.00 2.61 2.28 2.01 1.94 1.76 1.76 1.74 1.68 1.62

(F) 28.50 27.59 27.65 27.66 27.76 27.54 27.58 28.56 28.69 28.73

(G) 0.90 2.46 4.18 4.69 4.42 4.40 4.26 3.84 2.65 2.50

(H) 1.19 ▲ 0.01 ▲ 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.09 2.45 4.17 4.69 4.42 4.40 4.26 3.84 2.65 2.50

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

１． 6.24 5.68 5.61 7.17 6.33 10.17 7.88 5.08 4.29 4.07

4.53 3.95 3.30 2.48 1.55 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00

4.30 3.68 3.01 2.21 1.38 0.65 - - - -

２． 2.48 1.36 - - - - - - - -

３． 0.95 0.88 0.99 0.86 1.18 1.02 1.10 0.88 0.87 1.05

４． 0.29 0.71 0.61 1.42 2.62 5.37 4.37 2.38 1.86 1.68

(A) 9.96 8.63 7.21 9.45 10.13 16.56 13.35 8.34 7.02 6.80

１． 2.48 2.93 3.57 6.66 8.26 15.42 12.74 7.97 6.64 6.24

0.70 0.83 1.15 1.29 1.41 1.79 1.82 2.20 1.74 1.48

1.78 2.10 2.42 5.37 6.85 13.63 10.92 5.77 4.90 4.76

２． 15.22 14.92 14.64 14.03 13.51 12.70 11.94 11.72 10.52 10.48

３． 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(B) 17.70 17.85 18.21 20.69 21.77 28.12 24.68 19.69 17.16 16.72

7.74 9.22 11.00 11.24 11.64 11.56 11.33 11.35 10.14 9.92

163.04 154.81 145.78 138.46 131.27 128.00 123.95 117.30 111.07 105.00

139.68 130.54 121.19 111.29 101.58 91.83 82.91 74.58 67.17 60.01

23.36 24.27 24.59 27.17 29.69 36.17 41.04 42.72 43.90 44.99

【財源試算の重点基準目標】　※汚水事業のみ

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

(％) 81.96 89.67 99.09 98.33 99.41 100.26 100.26 100.26 100.26 100.25

(億円） 2.75 1.46 0.14 0.16 0.90 0.13 0.13 0.14 0.11 0.11

(億円） 2.06 1.34 1.97 2.96 0.90 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83

（単位：億円、％）
投資・財政計画（収支計画）

　区　　分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　度

収

益

的

収

支

収

入

営 業 収 益

下 水 道 使 用 料 収 入

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

う ち 他 会 計 補 助 金 ( 基 準 内 )

特 別 損 益

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (G)　+　(H)

う ち 他 会 計 補 助 金 ( 基 準 外 )

長 期 前 受 金 戻 入

収 入 計 (A) ＋ (B)

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

流 域 負 担 金

減 価 償 却 費

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息 ほ か

支 出 計 (D) ＋ (E)

経 常 損 益 (C)　-　(F)

　区　　分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　度

資

本

的

収

支

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

( 上 記 の う ち 汚 水 事 業 分 )

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

国 府 補 助 金

収 入 計

支

出

建 設 改 良 費

う ち 汚 水 事 業 分

う ち 雨 水 事 業 分

企 業 債 償 還 金

そ の 他

支 出 計

基 準 外 一 般 会 計 繰 入 金

資 金 残 高

資本的収入額が資本的支出額に不足する額　　　(B)-(A)

企 業 債 残 高

う ち 汚 水 事 業 分

う ち 雨 水 事 業 分

　区　　分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　度

経 費 回 収 率
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